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平成20年３月期 中間決算短信 

平成19年11月15日 

上 場 会 社 名        株式会社省電舎                         上場取引所    東証マザーズ   
コ ー ド 番 号         1711                                        本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.shodensya.com） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名 中村 健治 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長   氏名 嘉納 毅   ＴＥＬ (03)3423－0004 
半期報告書提出予定日 平成19年12月25日 
  

（百万円未満切捨て） 
１．平成20年３月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
(1)連結経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月中間期 2,101  △74  △82  △82  

19年３月中間期 －  －  －  －  

19年３月期 2,284  41  44  34  
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
潜在株式調整後１株当たり

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 

  円 銭  円  銭 

20年３月中間期 △11,327 27 － － 

19年３月中間期 － － － － 

19年３月期 4,642 90 4,641 00 
(注) 前事業年度は、決算期変更に伴い６ヶ月決算のため、前年度実績及び対前年増減率は記載しておりません。 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 
20年３月中間期 2,907 1,414 48.7 193,154  47 

19年３月中間期 － － － － 

19年３月期 3,057 
 

1,494 
 

48.9 
 

204,130  86 
 (注) 前事業年度は、決算期変更に伴い６ヶ月決算のため、前年度実績は記載しておりません。 

 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 
 

百万円 百万円 百万円 百万円 

20年３月中間期 
19年３月中間期 

39 
－ 

△5 
－ 

51 
－ 

779 
－ 

19年３月期 184 △13 △57 693 

(注) 前事業年度は、決算期変更に伴い６ヶ月決算のため、前年度実績は記載しておりません。 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末 

期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

19年３月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

20年３月期 0 00 0 00   

20年３月期（予想）   0 00 0 00 
0 00 

 
３．20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  円 銭 

通 期 4,700 － 95 － 70 － 35 － 4,779 － 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  無 
② ①以外の変更   有 
(注)詳細は、18ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 
19年９月中間期 7,328株  19年３月期 7,328株 

②期末自己株式数 
19年９月中間期   5株  19年３月期   5株 

 (注) 1株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当
たり情報」をご覧ください。 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 
１. 平成20年３月中間期の個別業績(平成19年４月1日～平成19年９月30日) 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月中間期 
19年３月中間期 

375 
－ 

－ 
－ 

△ 125 
－ 

－ 
－ 

△ 133 
－ 

－ 
－ 

△ 133 
－ 

－ 
－ 

19年３月期 795 － 14 － 15 － 11 － 
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭 

20年３月中間期 
19年３月中間期 

△18,267  64 
－  － 

19年３月期 1,628  60 
  

(注) 前事業年度は、決算期変更に伴い６ヶ月決算のため、前年度実績及び対前年増減率は記載しておりません。 
 
 
(2)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

20年３月中間期 
19年３月中間期 

2,074 
－ 

1,245 
－ 

60.0 
－ 

169,911  03 
－  － 

19年３月期 2,378 1,376 57.9 187,830  90 
(注) 前事業年度は、決算期変更に伴い６ヶ月決算のため、前年度実績は記載しておりません。 
 
 
２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月1日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率）  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％ 百万円  ％  円 銭 

通    期 1,700 － 60 － 50 － 26 － 3,548  03 

 
 
 

 

 

 

 

 

業績予想に関しましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社にて判断したものであり、リスクや不確定要因

が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の成果や業績等は記載の予測とは異なる可能性

があります。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、長期化する資源価格、原材料価格の高騰や国際金融市場の動揺によ

る米国経済の成長懸念等の不安材料を抱えながらも、順調な企業収益の改善や好業績を背景に民間設備投資、個人

消費が改善し、景気は緩やかな回復基調となりました。 

一方、環境保全意識の向上は世界的な広がりを見せ、我が国においても一般家庭を含め急速に高まっております。

平成 18年 4月 1日施行の「改正省エネルギー法」により業務用ビル・運輸業界等にも省エネに対する規制がかか

り、更に企業の省エネニーズが加速度を増すものと考えておりましたが、それほどの劇的な改正内容ではなかった

という状況であります。しかしながら、京都議定書数値の達成の為、今後、更なる改正法の施行、その他排出事業

者に対し、厳しい抑制策が講じられることは必至であります。 

このような状況の中、サービス領域拡充戦略により、顧客企業における「企業キャッシュ・フローへの貢献」と

「環境への貢献」を実現するためのエネルギーソリューション・サービスをワンストップで提供することが可能な

企業グループとしての体制構築を積極的に推進しております。 

 

（エスコ関連事業） 

当事業におきましては、省エネルギー投資への意欲が高まるなか、国内・海外を視野に積極的に営業活動を行っ

ております。前期より積極的に営業活動を行っておりますグアムへの省エネルギー施策の導入時期が下半期にずれ

込んだものの、順調に推移しており、下半期に実施する予定となっております。 

一方で、新たな省エネルギー提案を積極的に導入しており、省エネルギー事業（エスコ事業）における省エネル

ギー提案の対象範囲を広げ、他社との差別化を図ってまいります。 

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は 376百万円、営業損失 122百万円となりました。 

 

（ファシリティマネジメント事業） 

当事業におきましては、設備投資意欲の順調な回復基調を受け、改修修繕工事の新規受注が順調に推移しました。 

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は 1,360百万円、営業利益 30百万円となりました。 

 

（ロジスティクスサポート事業） 

当事業におきましては、物流量の回復基調を受け、原価削減施策が寄与し、堅調に推移しました。 

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は 364百万円、営業利益 18百万円となりました。 

 

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 2,101百万円、経常損失 74百万円、当期純損失 82百万円と

なりました。 

 

②当連結会計年度の見通し 

今後の見通しにつきましては、京都議定書で議決された目標数値達成に向け、環境問題への意識が更に高まるこ

とが想定されるとともに、CO2排出事業者に対し、今まで以上に排出量の削減を迫られる状況となることが想定さ

れます。来年度には更なる規制が講じられる見通しであり、特にオフィスビル・学校・病院等の業務用部門につい

ては、外部の専門企業に施策を依頼せざるを得ない状況となり、当社のような専門企業が必要不可欠となっており
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ます。 

当社および当社ネットワークは、その専門知識を駆使し、エネルギーに関するソリューション提供を中心に、施

設に関わるトータルコスト削減サービス及びCO2排出抑制を推進し、顧客企業（排出事業者）のキャッシュ・フロ

ーの創出と、環境への貢献の両立を実現いたします。 

また、省エネルギー提案の質を向上させ、他社との差別化を図るための新製品開発についても積極的に推進し、

省エネルギー事業（エスコ事業）のパイオニアとしての地位を堅守すべく事業推進してまいります。 

当中間連結会計期間におきましてはグアムにおける省エネルギー施策の導入が来年３月となったことにより、エ

スコ関連事業において営業損失を計上することとなっておりますが、当社および当社ネットワークによるトータル

コスト削減サービス及びCO2排出抑制施策のご提案は、すでに多くのお客さまにご理解を頂いており、当期におい

ては売上として結実し、計画達成する見込みであります。 

 

以上の見通しにより、平成 20年３月期の業績予想は、売上高 4,700百万円、経常利益 70百万円、当期純利益

35百万円を見込んでおります。 

 

※ 業績予想に関しましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社にて判断したものであり、リスクや不確定要因が含

まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の成果や業績等は記載の予測とは異なる可能性がありま

す。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

当中間連結会計期間の資産、負債及び資本の状況 

当中間連結会計期間末の当社グループの総資産は、2,909百万円、負債は 1,495百万円、純資産は 1,414百万円

となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、779百万円となりました。 

 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、39百万円となりました。これは税金等調整前当期純利益が△81百万円となっ

たものの、売上債権の増加額（209百万円）や仕入債務の減少額（81百万円）等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、5百万円となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出（7百

万円）によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、51百万円となりました。これは短期借入金の純増額（100百万円）、長期借入

金の返済（48百万円）によるものであります。 
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（注）前連結会計年度は、決算期変更に伴い 6ヶ月決算のため、対前期増減率は記載しておりません。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  平成18年 

９月期 

平成19年 

３月期 

平成20年 

３月中間期 

自己資本比率 （％） 50.5 48.7 48.6 

時価ベースの自己資本比率 （％） 132.3 89.7 78.0 

キャッシュ･フローの対有利子負債比率 （年） △1.8 △6.8 21.7 

インスタント・カバレッジ・レシオ （倍） △31.3 △77.1 10.6 

（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

・自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

・キャッシュ･フローの対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

・インスタント・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

４．キャッシュ・フローは、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、中間連結（連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っ

ている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては中間連結（連結）キャッシュ・フロー

計算書の利息の支払額を使用しております。 

５．当社は平成17年９月期以前の連結財務諸表を作成しておりませんので、キャッシュ・フロー関連指標の推移

については記載しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社グループは、株主をはじめとするステークホルダーに対する利益還元を経営の重要な課題のひとつとして位置

づけております。主たる利益還元策のひとつである配当につきましては、経営基盤の強化を図るため、内部留保を勘

案しつつ会社業績の動向に応じて株主への利益還元に取り組んでいくとともに、配当性向等の指標を参考としつつ実

施していく方針であります。 

また、当社の剰余金の配当は期末配当の年１回を基本的な方針としておりますが、会社業績に応じた株主への利益

還元を柔軟に実施するため、当社は「取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録され

た株主又は登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる。」旨定款に定めております。剰余金の配当の決定機

関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

なお、当期につきましては当期純利益の計上を予想しておりますが、少額に留まる見込みのため、現時点におきま

しては、引き続き無配を予定させて頂いております。 

 

(4) 事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられ

る事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。なお、当社はこれらのリスク発
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生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、投資判断は以下の特別記

載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行なわれる必要があります。また、以下の記載は投資に関する

すべてを網羅しているものではありませんのでご留意ください。 

 

①エスコ事業について 

当社の主たる事業であるエスコ事業は、対象施設全体の全エネルギー源に対する調査・診断・コンサルティング

から施工、維持管理、その後の効果測定・検証・金融情報の提供までを一貫して行い、実施したエネルギー削減策

について、一定のエネルギー削減効果を保証するものであります。 

契約形態はギャランティード・セイビングス契約（エネルギー削減量保証契約）とシェアード・セイビングス契

約（エネルギー削減量分与契約）があり、いずれの場合も一定のエネルギー削減効果を保証するパフォーマンス契

約を包含するものであります。 

ギャランティード・セイビングス契約は、顧客である企業自身が省エネルギー設備を所有し、その資金調達も行

うもので、省エネルギー効果（エネルギー費用削減分）のなかで省エネルギー設備費用、金利、エスコ事業者の費

用等のエスコ導入費用を負担し、これを上回る省エネルギー効果は顧客企業の利益となるものです。現在、当社が

主として行っているのは、ギャランティード・セイビングス契約によるものであります。 

一方、シェアード・セイビングス契約は、エスコ事業者が省エネルギー設備を所有して顧客企業に貸与または当

該設備によりエネルギーを供給し、エネルギー削減効果（エネルギー費用削減分）を顧客企業とエスコ事業者で分

与するもので、顧客企業から省エネルギー効果（エネルギー費用削減分）の一定割合がエスコ事業者に支払われ、

省エネルギー設備の導入費用等の回収に充当します。 

エスコ事業においては、ギャランティード・セイビングス契約とシェアード・セイビングス契約のいずれの場合

も一定のエネルギー削減効果を保証するパフォーマンス契約を包含しており、これまでに当社では契約したエネル

ギー削減効果が実現できずに補償するに至ったことはありませんが、一定のエネルギー削減効果が実現できない場

合には、エスコ事業者は顧客企業に対してパフォーマンス契約に記載するエネルギー削減保証値を補償するリスク

を負っております。 

また、シェアード・セイビングス契約の場合には、エスコ事業者が省エネルギー設備を所有するため、省エネル

ギー設備の投資に係る回収リスク、設備投資に必要な資金調達による金融リスクを負うことがあります。なお、ギ

ャランティード・セイビングス契約に関して、現時点において一取引先のリース取引について保証を行なっており

ます。 

当社の経営方針としましては、引き続きギャランティード・セイビングス契約を中心としつつ、シェアード・セ

イビングス契約を行っていく方針であります。 

 

②エスコ事業を取り巻く環境等について 

エスコ事業は、1970年代に米国で始まった事業であり、わが国において具体的な研究が始まったのは、1996年4

月に通商産業省（現 経済産業省）資源エネルギー庁省エネルギー石油代替エネルギー対策課内に「エスコ検討委

員会」が設置されたことによります。1997年には、財団法人省エネルギーセンター内に「エスコ事業導入研究会」

が設置され、条件整備に向けた調査・検討がなされ、1999年には民間としてエスコ推進協議会が設立され、エスコ

事業の開発・育成を目指して参りました。この背景には、国際的に地球環境問題に取り組むため、1997年に気候変

動枠組み条約第３回締約国会議において温室効果ガスの削減目標が設けられ、温室効果ガスの排出の抑制への取り

組みがあります。 
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また、環境経営の取り組みにおいて、ISO14001の取得企業の増加や環境会計導入企業の増加に現れているとおり、

環境への関心が高まってきている状況があります。 

このような環境のもとでエスコ事業は、省エネルギーを推進する新たなビジネスとして導入・促進に向けた取り

組みが図られており、「エスコ事業導入研究会」の報告（平成10年3月）によれば、エスコ事業の潜在的市場規模

は業務部門・産業部門の合計で2兆4,715億円と推計されております。しかしながら、エスコ事業の普及に向けた

取り組みが開始されてあまり年数を経ておらず、エスコ事業が広く社会に認知される過渡期にあると考えられます。

今後のエスコ事業の拡大・発展には、エスコ事業に対する一層の認知度の向上、エスコ事業の普及に向けた税制の

拡充等の制度的な整備等も進展することが必要であると考えられ、これらの状況如何によっては、エスコ事業の拡

大・発展は大きな影響を受けると考えられます。 

 

③エネルギー単価の変動ついて 

エスコ事業は、省エネルギーに関する一貫したサービスの提供を行い、実施したエネルギー削減策について、一

定のエネルギー削減効果を保証するものでありますが、エネルギー使用量の削減によるエネルギー費用の削減は、

電力等のエネルギーの単価が変動することによって影響を受けることになります。一般に、電力等の単価の上昇は

エネルギー費用の削減額の増加につながり、反対に単価の下落はエネルギー費用の削減額の減少につながります。

エスコ事業では、エネルギー費用の削減額が投資効果に影響するため、エネルギー単価の変動によってはエスコ事

業による省エネルギー施策のメリットが希薄化され、または失われることによりエスコ事業による提案が採用され

ず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④法的規制について 

エスコ事業のビジネスモデルの一部である施工業務サービスを行うにあたり、建設業を営む者の資質の向上、建

設工事の請負契約の適正化等を図ることによる適正な施工品質の維持や発注者の保護等を定めた建設業法の規制

を受けております。建設業法第３条第１項の規定により建設工事の種類ごとの許可制となっている為、当社は以下

に記載する特定建設業許可を取得しております。 

当社の主要な事業活動の継続には下記許可が必要ですが、現時点において、当社は建設業法第８条、第 28条及

び第 29条に定められる免許の取消（当社の役員が禁固以上の刑に処せられ、あるいは障害、脅迫、背任等の罪に

より罰金の刑に処されたとき等）、営業停止（請負契約に関し不誠実な行為をしたとき等）または更新欠格（免許

の取消事由に該当する場合及び許可の有効期限までに更新を行わなかった場合等）事由に該当する事実はないと認

識しております。しかしながら、将来、許可の取消し等の事由が生じた場合、当社の事業遂行に支障をきたし、当

社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

取得年月 許認可等の名称 所管官庁等 許認可等の内容 有効期限 

平成18年5月 特定建設業 
東京都知事 

(国土交通省) 

建設業の種類 電気工事業 

管工事業 

許可番号（特-18）第96523号 

平成18年5月30日から 

平成23年5月29日まで 

以後5年ごとに更新 

 

⑤経営成績の変動について 

当社の最近５事業年度における業績の推移は以下のとおりであります。 

第18期（平成15年9月期）においては、企業業績の回復のなか景気回復の兆しも現れ、設備投資も反転の傾向

もありましたが、引き続きデフレ傾向が続く状況でありました。こうしたなか当社は、生産工場等を中心に行って

いた営業提案をオフィスビルやホテル等に対しても積極的に行うことで顧客の多様化を図り収益の安定化に取り
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組みました。こうした取り組みが奏功した結果、増収増益となっております。 

第19期（平成16年9月期）においては、中国をはじめとする景気拡大を受けた輸出の増加やアテネオリンピッ

ク開催の影響等によるデジタル家電市場の需要拡大等に押され景気回復基調が見られ始めましたが、国内企業の二

極化現象は、より一層顕著になっております。 

このような状況において、当社の主力事業であるＥＳＣＯ事業は、国内企業の民生業務部門の伸びや生産工場の

国内回帰等による設備投資意欲の好転と同時に世界規模で地球環境保全への関心の高まりを背景にしたＥＳＣＯ

事業の認知度の向上により、前年に引き続き、順調に伸長する事ができました。 

第20期（平成17年9月期）においては、企業収益の改善に伴う設備投資の増加とともに、堅調な個人消費の伸

びに支えられ、緩やかな回復基調で推移いたしました。そのような中、発効された京都議定書により、地球環境保

全への関心はより一層高まっております。こうした状況におきまして、ＥＳＣＯ事業認知度の向上等の追い風を背

景に事業推進したものの、完工予定案件の期ずれが発生する等の要因により、前期を下回る売上実績となっており

ます。 

第21期（平成18年9月期）においては、資源価格の高騰等や海外経済情勢等、不安材料は抱えているものの順

調な企業収益の改善や好業績を背景に民間設備投資、個人消費は改善し、景気は回復基調となりました。一方、「改

正省エネルギー法」により、今まで以上に顧客企業の環境保全への動きは活発化すると考えられておりましたが、

現時点では、それほどの劇的な変化は見受けられない状況となっております。このような状況の中、サービス領域

拡充戦略により、顧客企業における「企業キャッシュ・フローへの貢献」と「環境への貢献」を実現するためのソ

リューションをワンストップで提供することが可能な企業グループとしての体制構築を積極的に推進してまいり

ました。 

しかしながら、「エスコ関連事業」において大型案件の期ずれ、調査・提案を終了しつつ顧客企業との最終合意

に至っていない案件の発生等の要因により、前期を下回る売上実績となっております。 

第22期（平成19年3月期）は、決算期変更に伴い、6ヶ月の決算となっております。当期においては、資源価

格の高騰等経済的な不安材料を抱えながらも、景気は回復基調にあります。一方、京都議定書数値目標を達成する

見込みは厳しい状況であり、今後更に政府からの施策が講じられるものと予想されます。そのような中、グアムの

ホテルに対する当社の省エネ提案が承認され、ほぼ計画通りの実績となりました。 

 

エスコ関連事業業績推移（省電舎単体業績推移） 

回 次 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 第 22 期 

決 算 年 月 平成15年9月 平成16年9月 平成17年9月 平成18年9月 平成19年3月 

売 上 高 (千円) 1,088,102 1,660,984 1,606,404 1,277,994 795,962 

経 常 利 益 (千円) 120,119 205,959 41,797 Δ238,726 15,053 

当 期 純 利 益 (千円) 56,347 106,158 118,394 Δ306,283 11,934 

純 資 産 額 (千円) 872,745 978,903 1,721,808 1,363,890 1,376,424 

総 資 産 額 (千円) 1,110,138 1,289,563 2,170,218 2,070,280 2,378,116 

従 業 員 数 (名) 20 20 22 25 26 

 （注）１ 第18期から第20期において当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経

営指標等の推移については記載しておりません。 

２ 当社は、第21期より連結財務諸表を作成しておりますが、経営成績が大きく変動する事業は、エスコ関連

事業のみであるため、上表は省電舎単体の業績推移を記載しております。 




